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Ⅰ．はじめに

インシデント（incident）とは，「事件」，「出来事」な
どと訳されることが多い．しかし，医療現場においては，
発生してしまった有害事象だけでなく，発生してもおか
しくなかったが直前に気付いて防止できた場合や，たま
たま運よく発生しなかった事象（ヒヤリ・ハット）をも
含める場合が多い１）．また，有害事象とは，因果関係を
問わず，治療中または治療後に発生した好ましくない医
学的事象であり，この中には施術者の過失によって生じ
る「過誤」と，意図せずして患者に生じた生体反応であ
る「副作用」，不可抗力による事故などが含まれる２）．

東京有明医療大学附属鍼灸センター（以下，鍼灸セン
ター）は，2011年１月に開設し，開設当初よりインシデ
ントレポートシステムを導入している．レポートは，イン
シデントが発生した場合，事象の大小にかかわらず全て
報告するよう全スタッフに周知してきた．鍼灸センター
は2014年で開設から４年目を迎えたが，本稿では過去３
年間のインシデントレポートの集計結果を報告する．

Ⅱ．研究方法

１．鍼灸センター施術者の構成（表１）
開設初年度（2011年度）の施術者構成は教員のみの11

名であった．２年目（2012年度）からは，研修生の受け
入れが開始され，教員11名，研修生９名という構成となっ
た．また，同年より保健医療学部鍼灸学科４年生の鍼灸

センター実習も開始された．実習学生については教員の
指導のもと一部の施術や施術の補助を行っていた．３年
目（2013年度）は，教員11名，研修生14名，大学院生１
名であった．なお，教員，研修生，大学院生はすべては
り師およびきゅう師の免許をもった有資格者であった．

２．実施方法
鍼灸センターでは，鍼灸医療安全ガイドライン３）およ

び先行研究４）のインシデントレポート等を参考として独
自のインシデントレポートシステムを構築し，開設当初
より稼働させている．鍼灸センターで使用しているイン
シデントレポートのフォームを図１に示す．本システム
におけるインシデントの定義は，「有害事象，および実際
には有害事象は起こらなかったが起こりそうだった（ヒ
ヤリ・ハット）事象」とした．

鍼灸センターでは，前述の施術者すべての施術におい
てインシデントが発生した場合，図１のフォームに基づき
報告するよう周知した．また，学生が関与したインシデ
ントについては実習時の指導教員が報告することとした．

集計期間は，2011年４月から2014年３月の３年間とし，
全ての施術者が提出したレポートを対象とした．集計は，
発生年度，インシデント件数および内容について行い，
年度別の施術回数とインシデント件数との関連性や各イ
ンシデントの発生率を分析した．

Ⅲ．結　果

集計期間における鍼灸センターの延べ施術回数は7924
回であった．年度ごとの延べ施術回数は表２の通りであ
り，年度を重ねるごとに増加傾向にあった．また，この
期間に発生したインシデント件数は40件であった．年度
別患者数とインシデント件数の関係は表２に示す通りであ
り，各年度の発生率は2011年度0.45％，2012年度0.79％，
2013年度0.32％，３年間の平均発生率は0.50％であった．
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報　　告

年　　度 教　　員 研 修 生 大学院生 合　　計

2011 11 0 0 11

2012 11 9 0 20

2013 11 14 1 26

表１　鍼灸センター施術者（有資格者）の構成
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鍼灸センター　インシデントレポート
作成日：　　　年　　　月　　　日　　　　発生日：　　　年　　　月　　　日　　　時頃　　　　施術日：　　　年　　　月　　　日

報告者：　　　　　　　　　　　　　　　施術者：　報告者に同じ　・　その他（　　　　　　　　　　）

カルテID（　　　　　　　　　　　）　　患者氏名（　　　　　　　　　　　）　　対象症状・疾患（　　　　　　　　　　　）

【インシデント分類（チェックを入れてください）】

【すべてのインシデントについて】
発生状況等：

特記事項：

鍼の抜き忘れ
通常でない場所（トイレ、廊下、床等）での鍼の発見
出血
内出血
刺鍼部の皮膚状態変化（皮膚炎等）
刺鍼部の疼痛（　　刺鍼中　　・　　刺鍼後　　）
主訴の悪化
一過性の気分不良
疲労感・倦怠感
眠気
火傷
感染
患者の放置
施術者自身の障害（鍼刺しや火傷等）
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

数滴以上のもの、止血に３分以上かかったもの
直径20mm以上のもの、有痛のもの

治療の継続に影響がある程度の強さ

運転・仕事・家事等に影響があった場合
運転・仕事・家事等に影響があった場合
２度の火傷以上を報告

１時間以上の放置

項　　　　　目チェック 報告の目安（空白のものは原則としてすべて報告）

図１　インシデントレポート（抜粋）

インシデントが発生した際の施術者は，教員であった
場合が30件，研修生が10件であった．なお，教員が報告
した者のうち，学生が関与したものは１件であった．

インシデントの内訳としては，鍼施術による内出血が
８件と最も多く，次いで，鍼の抜き忘れ６件，施灸部位
の意図しない熱傷と一過性の気分不良が各５件，灸施術
に起因するトラブル（ベッドやタオルを焦がす，患者の
体への灰の落下）４件，愁訴の悪化，刺鍼部の疼痛，消
毒薬の取り違え（アルコールアレルギー患者に消毒用エ
タノールを使用）が各２件（表３）．その他には，主訴以

外の症状の出現３件（施術後に訴えのなかった部位に痛
みが出現），患者の転倒１件，カルテの取り違え（同姓患
者の取り違え）１件が含まれた．
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項　　　　　目 件　　数 発生率（％）

内出血 8 0.10

鍼の抜き忘れ 6 0.08

施灸部位の意図しない熱傷 5 0.06

一過性の気分不良 5 0.06

灸施術に起因するトラブル 4 0.05

愁訴の悪化 2 0.03

刺鍼部の疼痛 2 0.03

消毒薬の取り違え 2 0.03

出　血 1 0.01

その他 5 0.06

合　計 40 0.50

表３　インシデント件数（項目別）と発生率

年　　度 施術回数 件　　数 発生率（％）

2011 1982 9 0.45

2012 2517 20 0.79

2013 3425 11 0.32

合　　計 7924 40 0.50

表２　施術回数とインシデント発生率
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Ⅳ．考　察

既知の鍼灸施術に関連した重篤な過誤としては，気胸，
感染，臓器・神経損傷，皮膚反応（接触性皮膚炎，金属
アレルギーなど），灸痕の癌化などがある５－７）．また，副
作用としては，出血・内出血，脳虚血（一過性の意識消
失），刺鍼部の疼痛・遺感覚，灸痕の化膿，一過性の気分
不良，疲労感・倦怠感，眠気などが知られている２，３）．

鍼灸施術に関連する有害事象の発生率についての報告
は，国内外の先行研究において散見される．山下ら８）は
日本式鍼灸治療での発生頻度は0.12％であったと報告し
ている．また，イギリスにおける調査９）でも発生頻度は
0.14％であったとの報告がある．これらの報告と比較す
ると，本学鍼灸センターにおける発生頻度はやや高い．
その理由としては，開業から３年間のデータであったた
め，スタッフ間でインシデント防止策に対するコンセン
サスが得られていなかったことが挙げられる．

ドイツで行われた副作用の調査10）では，8.6％の患者は
少なくとも１つの副作用を経験しており，その内訳は，
出血または血腫で6.1％（すべての副作用の58％），次い
で疼痛が1.7％，自律神経症状が0.7％であったと報告して
いる．鍼灸センターにおいても，内出血や一過性の気分
不良は比較的出現頻度が高く，国や施術方法（流派）を
問わず共通してみられる副作用であると考えられた．

年度ごとの発生率の比較では，2012年度が他の年度と
比べやや高い傾向にあった．その理由としては，2012年
度は研修生制度がスタートし，また，鍼灸学科１期生の
附属鍼灸センター実習が開始された年でもあったため，
施術スタッフの増加と業務の繁雑さが重なり，人為的な
ミスが増加したことが考えられた．

インシデントを未然に防ぐためには，集積したインシ
デント事例を施術者であるスタッフにフィードバックし，
問題意識を共有することが重要と考えられる．鍼灸セン
ターにおいても，スタッフにフィードバックするために
月一回の全体ミーティングの際に１カ月間で発生したイ
ンシデント事例の報告を行い，再発防止のためのディス
カッションの場を設けている．現在のところ，それが奏
功してか鍼灸センターが加入している鍼灸賠償責任保険
が適用されるような重篤な有害事象は発生していない．

今後は，再発防止のためのディスカッションを繰り返す
ことにより，安全対策マニュアルを構築していくことが
望まれる．

Ⅴ．おわりに

鍼灸センターは大学の附属施設として，医療サービス
の提供機関，臨床教育の場，研究機関という３つの側面
を持っている．現在，当センターの年間延べ患者数は増
加傾向にあるため，今後もインシデントレポートシステム
を継続して運用することで，膨大な情報を集積すること
が可能となる．その結果として，鍼灸領域の安全性のエ
ビデンスを構築することに寄与できるものと考えられる．
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